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「明海大学『省エネルギー』宣言」の一層の推進について（お願い） 

 

 

本学は、2009年6月の「明海大学『省エネルギー』宣言」に基づき、すべての教育研究活動

を通じて地球温暖化防止に寄与するべく、アクションプランを励行しているところです。 

また、このたび、｢夏期の電力需給対策について(通知)（23 文科施第 124 号 平成 23 年 5 月

16日）｣により、政府の節電実行基本方針等が提示され、特に夏場の冷房ピーク時（7月～9月）

には、使用最大電力の昨年度比15％以上の削減対策が求められています。 

以上の状況を踏まえ、本学に於いても、アクションプランのうち節電のための対策をより 

具体化し、これまで以上に積極的かつ継続的に省エネルギーを推進してまいります。皆さんの

より一層のご協力をお願い申し上げます。 



 

「明海大学『省エネルギー』宣言（2009年6月）」アクションプラン 
 

1 照明の必要時以外の消灯励行 
2 冷暖房の効率化と適正温度の遵守 
3 電気製品の電源オフ推進 
4 節水の推進 
5 リサイクル活動の推進 
6 その他環境保全のための活動の推進 

 
 

明海大学省エネルギー具体策（節電関係） 

【施設設備面からの実施項目】 【日常的にご協力をお願いする項目】 

＜照明関係＞ 

1．照明の間引き及び点灯時間の短縮 

2．グラウンド、体育館等の夜間使用制限 

 

<冷暖房関係> 

1．原則冷房時28℃、暖房時20℃に設定 

2．各空調機の台数制御運転 

 

<その他> 

1．エレベーターの台数制御 

2．自動販売機内蛍光灯の消灯 

3．トイレ便座ヒーター及びハンドドライヤーの

停止 

 

 

 

 

 

 

 

※ 電力需要の多い夏場を中心に実施予定です。 

 

＜照明関係＞ 

1．講義室、研究室、会議室退出時の消灯 

2．事務室の休憩時の消灯 

 

<冷暖房関係> 

1．研究室等個別エアコンのこまめな適正温度調整 

2．ドアや窓の不必要な開閉防止 

 

<その他> 

1．階段の利用 

2．窓用のブラインド・カーテンの有効利用 

3．電化製品の待機電力削減及び使用節減 

4．帰宅時のＰＣ、ＯＡ機器等電源オフ 

5．離席時のＰＣモニタ電源オフ、またはスリープ

モード設定 

6．プリンタ、コピー機の稼働台数削減 

7．時間外業務の抑制 

8．クールビズの奨励（5～10月） 

 

 

 

 

 


